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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械式プレス機械であって、この機械式プレス機械が、
回転軸線（Ｗ）に対して偏心的な連行体（４）を有する少なくとも１つの駆動軸（１）と
、スライディングブロック（５）とを備えており、
前記スライディングブロック（５）が、前記連行体（４）によって、強制案内された運動
で駆動され、
前記スライディングブロック（５）が、プレスストロークの実施の間じゅう、加圧側の少
なくとも、１つの滑り面（５ａ）において、スライディングブロックガイド（７）の加圧
側の面に対して案内されており、
前記スライディングブロック（５）が、前記加圧側の滑り面（５ａ）の反対側にある引張
り側の滑り面（５ｂ）を有しており、この引張り側の滑り面が、前記スライディングブロ
ックガイドの引張り側の面において案内されており、
前記スライディングブロックガイド（７）が、加圧側で加圧部片（８）を備えており、
前記スライディングブロックガイド（７）の下側に、前記プレス機械のラム（２２）が装
着されており、および、
前記スライディングブロック（５）が前記加圧部片（８）を押圧し、この加圧部片（８）
との前記ラム（２２）の連行によって、このラム（２２）が駆動される、
様式の上記機械式プレス機械において、
前記スライディングブロック（５）の前記加圧側の滑り面（５ａ）が、凹状または凸状の
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湾曲部を有しており、
前記スライディングブロック（５）の前記引張り側の滑り面（５ｂ）が、それぞれに、他
方の凹状または凸状の湾曲部を有していること、
前記スライディングブロック（５）が、揺動運動を、揺動軸線（Ｐ）を中心として実施し
、この揺動軸線（Ｐ）が、前記スライディングブロック（５）の外側に配置されているこ
と、および、
前記連行体（４）が、偏心軸線（Ｅ）を中心として、前記スライディングブロック（５）
内において回転し、
この偏心軸線（Ｅ）が、前記回転軸線（Ｗ）に対して間隔（Ｒ）を有しており、
この偏心軸線（Ｅ）が、前記揺動軸線（Ｐ）に対して間隔（Ｌ）を有しており、および、
Ｌ／Ｒ≧４、特に、１２≧Ｌ／Ｒ≧５であること、
を特徴とする機械式プレス機械。
【請求項２】
　前記連行体（４）と前記スライディングブロック（５）との間に、特に調節可能に旋回
可能な偏心リング（１８）の様式の、調節部材（１７）が配置されていることを特徴とす
る請求項１に記載の機械式プレス機械。
【請求項３】
　加圧部片（８）は、前記プレスストロークの間じゅう、前記プレス機械のラムと一列に
運動させられることを特徴とする請求項１または２に記載の機械式プレス機械。
【請求項４】
　加圧部片（８）と前記プレス機械のラム（２２）との間で、特にウエッジ（２０）を用
いての、力の方向転換が行われることを特徴とする請求項１または２に記載の機械式プレ
ス機械。
【請求項５】
　前記スライディングブロックガイド（７）に対して位置固定式に収容された、ノックア
ウト機構（２３）は、前記スライディングブロックガイド（７）に対して運動可能な、且
つ、加工材料に対して作用する、ノックアウト装置（２４）を備えており、
このノックアウト機構（２３）が、前記スライディングブロック（５）の運動によって操
作されることを特徴とする請求項１から４のいずれか一つに記載の機械式プレス機械。
【請求項６】
　前記スライディングブロック（５）と前記ノックアウト装置（２４）との間に、伝動機
構（３０）が配置されていることを特徴とする請求項５に記載の機械式プレス機械。
【請求項７】
　前記駆動軸の駆動装置は、第１のモーター（１０）と、この第１のモーターによって駆
動可能なフライホイール（１１）と、第２のモーター（１２）とを備えており、
前記フライホイール（１１）が、連結装置（１３）を用いて、前記駆動軸（１）と解離可
能に連結可能であり、および、
前記駆動軸（１）が、前記第２のモーター（１２）を介して駆動可能である、
ことを特徴とする請求項１から６のいずれか一つに記載の機械式プレス機械。
【請求項８】
　前記連結装置（１３）は、通常作動において、前記連結装置（１３）における駆動側お
よび従動側の回転数が少なくともほぼ同じ場合に、閉鎖され、
前記回転数の一様化が、前記第２のモーター（１２）の合目的な制御を介して行われるこ
とを特徴とする請求項７に記載の機械式プレス機械。
【請求項９】
　前記第１のモーター（１０）と前記フライホイール（１１）とは、互いに同軸に配置さ
れており、この第１のモーターとこのフライホイールとが、特に、構造的なユニットとし
て、フライホイールモーター（１４）へと統合されていることを特徴とする請求項７また
は８に記載の機械式プレス機械。
【請求項１０】
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　前記フライホイール（１１）は、変速無しに、前記駆動軸（１）と連結可能であり、
このフライホイール（１１）が、特に、前記駆動軸（１）に対して同心的に配置されてい
ることを特徴とする請求項７から９のいずれか一つに記載の機械式プレス機械。
【請求項１１】
　前記第２のモーター（１２）は、前記駆動軸（１）に対して同心的に配置されているト
ルクモーターとして形成されていることを特徴とする請求項７から１０のいずれか一つに
記載の機械式プレス機械。
【請求項１２】
　前記駆動軸（１）のブレーキ（１５）は、前記トルクモーター（１２）に対して同心的
に、および、軸線方向において、このトルクモーター（１２）とオーバーラップして設け
られていることを特徴とする請求項１１に記載の機械式プレス機械。
【請求項１３】
　前記駆動軸（１）は、静止している始動位置を出発点として、前記プレスストロークを
介して、静止している始動位置へと至るまで、３６０°以上、特に３７０°と４５０°と
の間の回転角度を通過することを特徴とする請求項７から１２のいずれか一つに記載の機
械式プレス機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の上位概念による機械式プレス機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、鍛造プレス機械を記載しており、この鍛造プレス機械において、駆動軸
の偏心ディスクが、スライディングブロックの開口部内に係合している。
スライディングブロックは、上側の、凸状の側、並びに、下側の凸状の側でもって、それ
ぞれに、対応して凹状に成形された、スライディングブロックガイドの面に対して支持さ
れている。スライディングブロックは、駆動軸の回転の際に、揺動軸線を中心として揺動
し、この揺動軸線が、スライディングブロックの下側の領域を通って延在している。
【０００３】
　特許文献２は、プレス機械のための駆動装置を記載しており、このプレス機械において
、第１のモーターが、このプレス機械と連結可能なフライホイールを駆動し、且つ、それ
に加えて、第２のモーターが、このプレス機械の駆動のために設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ドイツ連邦共和国特許出願公開第１　６２７　４３５号明細書
【特許文献２】国際出願公開第２００７／０９１９３５　Ａ１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、最適化された力－道程曲線が与えられる、機械式プレス機械を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この課題は、冒頭に記載された様式の機械式プレス機械のために、本発明に従い、請求
項１の典型的な特徴でもって解決される。
【発明の効果】
【０００７】
　加圧側の滑り面の凹状または凸状の造形によって、簡単な方法で、スライダークランク
機構に相応する、スライディングブロックによる力伝達が達成され得る。同時に、大きな



(4) JP 6656374 B2 2020.3.4

10

20

30

40

50

当接面が、滑り面の領域内において達成され、従って、大きなプレス力のための構成が簡
単に達成可能である。
【０００８】
　特に、加圧側の凹状の、および、引張り側の凸状の湾曲部が、それぞれに、円弧形状に
形成されていることは可能である。これら湾曲部は、特に、同一の点を中心として同心的
に配置されており、この点を通って、同様に、スライディングブロックの揺動軸線も延在
している。両方の滑り面は、その際、スライディングブロックのために、スライディング
ブロックガイド駆動機構の、強制案内するスライディングブロックガイド面を形成する。
【０００９】
　本発明の第１の変形例において、スライディングブロックは、加圧側で凹状の滑り面を
、および、引張り側で凸状の滑り面を有している。このことは、スライダークランク機構
の運動学的状況に相応し、この運動学的状況において、作動ストロークもしくはプレス工
程の死点が、このスライダークランク機構の伸展状態（Ｓｔｒｅｃｋｌａｇｅ）において
存在する。
【００１０】
　本発明の第２の変形例において、スライディングブロックは、加圧側で凸状の滑り面を
、および、引張り側で凹状の滑り面を有している。このことは、スライダークランク機構
の運動学的状況に相応し、この運動学的状況において、作動ストロークもしくはプレス工
程の死点が、このスライダークランク機構の重なり合い状態（Ｄｅｃｋｌａｇｅ）におい
て存在する。
【００１１】
　スライディングブロックのもとで、本発明の趣旨において、スライディングブロックガ
イド面に対して強制案内されて運動可能な要素が理解される。このスライディングブロッ
クガイド面は、特に、スライディングブロックの案内のための、加圧側の面および引張り
側の面を備えている。
【００１２】
　連行体のもとで、本発明の趣旨において、例えば、偏心ディスクまたはクランクピンが
理解される。大きな力伝達のために、連行体は、有利には、駆動軸の偏心ディスクであり
、この偏心ディスクが、例えば、円形の周囲でもって、スライディングブロックの開口部
内において回転（ｌａｅｕｆｔ）する。
【００１３】
　スライディングブロックガイドのもとで、本発明の趣旨において、プレス機械の運動可
能な構造部材が理解され、この構造部材は、作動圧力を、プレスストロークもしくは変形
工程の間じゅう、スライディングブロックから受け止め、且つ、転送する。スライディン
グブロックガイドは、原理的には、プレス機械のラムと共通の構造部材として形成されて
いることは可能である。
他の実施形態において、しかしながら、適宜の構造様式の更に別の伝動機構、例えばウエ
ッジ方向転換機構が、スライディングブロックガイドとラムとの間に設けられていること
も可能である。スライディングブロックガイドは、加圧方向における力の収容の領域内に
おいて、有利には、加圧部片を有しており、この加圧部片が、スライディングブロックに
おける当接のために最適化された材料特性を有している。
【００１４】
　本発明の趣旨におけるプレス機械は、一般的に、鍛造、打抜き、深絞りのための、また
は、それぞれのその他の、機械式プレス機械が使用される変形工程のための、プレス機械
に関している。
【００１５】
　機械式プレス機械の本発明に従う構造様式によって、一般的に、低い構造高さが可能で
ある。このことは、プレス機械の、スタンド、ラム、及び／または、スライディングブロ
ックガイドの、より短いばね長さを誘起する。これによって、強度は、同じスタンド構造
様式の従来の偏心プレス機械との比較において、改善されている。
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【００１６】
　更に、本発明に従う構造様式によって、プレス機械の所定の構造高さにおいて、スライ
ディングブロックガイドおよびラムから成る剛性のユニットの、特に大きな長さを可能に
することは達成される。このことは、ラムもしくは剛性のユニットの特に良好な側方の案
内を、大きなプレス力においても許容する。
【００１７】
　一般的に有利には、スライディングブロックは、揺動運動を、揺動軸線を中心として実
施し、その際、この揺動軸線が、スライディングブロックの外側に配置されている。一般
的に有利には、揺動軸線は、スライディングブロックガイドに対して相対的に、位置固定
式に配置されている。
スライディングブロックガイドの直線状の強制案内の仮定のもとで、スライディングブロ
ックは、揺動軸線に関して、もしくは、スライディングブロックガイドに関して、その場
合に、スライダークランク機構の様式の運動伝達を生起する。本発明の趣旨において、そ
れぞれの要求に応じて、同様にスライディングブロックガイドの他の強制案内も可能であ
り、従って、スライダークランク機構のこの運動学的状況は、種々の可能な運動伝達の内
のただ１つの運動伝達であるだけである。本発明は、スライダークランク機構の具体的に
説明された変形例に限定されていない。
【００１８】
　有利な更なる構成において、その際に、連行体は、偏心軸線を中心として、スライディ
ングブロック内において回転し、その際、この偏心軸線が、回転軸線に対して間隔Ｒを有
しており、その際、この偏心軸線が、揺動軸線に対して間隔Ｌを有しており、および、そ
の際、Ｌ／Ｒ≧４（もしくは、Ｌ：Ｒ≧４）である。特に有利には、それに加えて、１２
≧Ｌ／Ｒ≧５（もしくは、１２≧Ｌ：Ｒ≧５）である。
スライディングブロックガイドの直線状の案内において、それに従って、ＲおよびＬの値
は、類似のスライダークランク機構の連接棒の特徴的な値を意味し、および、比率Ｒ：Ｌ
（もしくは、Ｒ／Ｌ）が、類似のスライダークランク機構において、連桿比λ（もしくは
、Ｌ／Ｒ＝１／λ（もしくは、Ｌ：Ｒ＝１／λ））に相応する。
本発明に従うプレス機械の伝動機構のそのような構成は、加圧部片の案内方向に作用する
プレス力と、これに対して垂直方向に作用する法線力との間の、高い比率を許容する。ス
ライディングブロックガイド及び／またはラムの良好な当接を側方の案内において保証す
るために、ある程度の法線力は、その際、所望される。スライディングブロックの使用と
の組み合わせによって、プレス機械の構造高さが増大されること無しに、大きな逆連桿比
１／λが可能となる。
上述された特徴により、同様に低い構造高さおよび相応して良好な強度においても、加圧
ロッドを有する従来の偏心プレス機械においてのような、類似の加圧接触時間（Ｄｒｕｃ
ｋｂｅｒｕｅｈｒｚｅｉｔｅｎ）（特性値：λ）は、達成され得る。
【００１９】
　スライダークランク機構の伸展状態に類似する第１の変形例において、揺動軸線は、駆
動軸に関して、加圧方向の側に位置している。この場合、同じ循環時間における加圧接触
時間は、加圧ロッドを有する従来の偏心プレス機械においてと同じである。
スライダークランク機構の重なり合い状態に類似する第２の変形例において、揺動軸線は
、駆動軸に関して、引張り方向の側に位置している。この場合、同じ循環時間における加
圧接触時間は、加圧ロッドを有する従来の偏心プレス機械よりも長く、このことは、しか
しながら、特別の変形方法もしくは材料の際に有利であり得る。
【００２０】
　一般的に有利な、本発明の更なる構成において、連行体とスライディングブロックとの
間に、有利には調節可能に旋回可能な偏心リングの様式の、調節部材が配置されている。
そのような調節部材は、例えば、ラムの高さ調節のために使用され得る。
【００２１】
　本発明の有利な実施形態において、スライディングブロックガイドは、プレスストロー
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クの間じゅう、基本的に、プレス機械のラムと一列に運動させられる。このことは、プレ
ス力の直線状の、および、直接的な伝達に相応する。
【００２２】
　この目的のために、本発明に従うプレス機械の選択的な実施形態において、スライディ
ングブロックガイドとプレス機械のラムとの間で、力の方向転換が行われる。有利には、
力の方向転換は、ウエッジを用いて行われ得る。これによって、ウエッジプレス機械の利
点は、本発明に従うプレス機械の利点と組み合わせされ得る。
【００２３】
　一般的に有利な、本発明の更なる構成において、スライディングブロックガイドに対し
て位置固定式に収容された、ノックアウト機構は、スライディングブロックガイドに対し
て運動可能な、且つ、加工材料に対して作用する、ノックアウト装置を備えており、その
際、このノックアウト機構が、スライディングブロックの運動によって操作される。この
ことは、プレス工程の後の、簡単且つ効果的な、加工材料のノックアウトを許容する。
特に有利には、そのようなノックアウト機構は、第２の実施形態のスライディングブロッ
クと組み合わせされ、この第２の実施形態において、加圧側で、凸状の滑り面が存在する
。このことは、普段と同じプレス機械の寸法設定において、加圧側の滑り面の領域内にお
ける、スライディングブロックのより大きな道程を意味し、このことは、ノックアウト装
置に対する、特に簡単且つ効果的な運動伝達を許容する。
ノックアウト装置の操作は、例えば、ノックアウト装置を駆動軸の適当な位置の到達の際
に、復帰するばね力に抗して操作する、スライディングブロックに成形された勾配部、突
起部、または、類似の構造によって行われ得る。
【００２４】
　有利な詳細構成において、スライディングブロックとノックアウト装置との間に、伝動
機構が配置されていることは可能であり、従って、ノックアウト装置の力および運動経過
は、更に最適化されている。伝動機構は、特に、連接棒伝動機構、方向転換レバー、また
はこれに類するものである。
【００２５】
　一般的に有利な、本発明の実施形態において、駆動軸の駆動装置は、第１のモーターと
、この第１のモーターによって駆動可能なフライホイールと、第２のモーターとを備えて
おり、その際、フライホイールが、連結装置を用いて、駆動軸と解離可能に連結可能であ
り、および、その際、駆動軸が、第２のモーターを介して駆動可能である。
そのようなプレス機械駆動装置の構成は、駆動装置の特に低い構造様式を許容し、その際
、例えば、比較的に小さなフライホイール直径が使用され得る。このことは、スライディ
ングブロックを用いての、力伝達との理想的な組み合わせを許容する。何故ならば、その
ような力伝達は、同様に、低い構造高さでもって実現可能であるからである。
【００２６】
　第１のモーターは、基本的に、フライホイールを駆動すること、および、少なくとも部
分的に、このフライホイールから取り出されたエネルギーを追加供給すること、のために
利用される。第２のモーターは、基本的に、フライホイールから分離された駆動軸を、こ
のフライホイールから分離された状態において、加速及び／または減速することのために
利用される。それに加えて、この第２のモーターは、同様に、連結された状態において、
付加的な駆動エネルギーを導入することのためにも利用される。
減速において発生する減速エネルギーは、可能な詳細構成において、変換器を介して、第
１のモーターに供給され得る。本願発明の趣旨におけるモーターのもとで、それぞれに、
電気モーターが理解される。
【００２７】
　有利な更なる構成において、連結装置は、通常作動において、連結装置における駆動側
および従動側の回転数が少なくともほぼ同じ場合に、閉鎖され、その際、回転数の一様化
が、第２のモーターの合目的な制御を介して行われる。このことは、連結装置の著しい摩
耗低減を許容する。
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【００２８】
　簡単な且つ空間を節約する構造様式のために、第１のモーターとフライホイールとは、
互いに同軸に配置されていることは可能である。有利には、これら第１のモーターとフラ
イホイールとは、その際、構造的なユニットとして、フライホイールモーターへと統合さ
れている。
そのようなフライホイールモーターは、有利には、付加的なモーターブラケットと並んで
、スペースを消費する（ｒａｕｍｇｒｅｉｆｅｎｄｅｎ）ベルト駆動装置も設けなくて良
い。更に別の可能な実施形態において、モーターとフライホイールとは、同軸に配置され
ており、且つ、伝動機構、有利には遊星歯車伝動機構を介して互いに結合されており、従
って、それぞれの要求に応じて、同様に変速（Ｕｅｂｅｒｓｅｔｚｕｎｇｅｎ）も実現可
能である。このことは、特に、小さなフライホイール質量を可能にすることができる。
【００２９】
　一般的に有利には、フライホイールは、変速無しに、駆動軸と連結可能であり、その際
、このフライホイールが、特に、駆動軸に対して同心的に配置されている。
中間軸の無い、そのような簡単な構造様式は、特に、フライホイールが、十分に小さな直
径でもって構成され得る場合に、有利に統合可能である。このことは、他方また、本発明
に従う駆動コンセプトによって可能とされている。
【００３０】
　経費のかかる伝動機構の回避のため、および、コンパクトな構造様式のために、有利な
実施形態において、第２のモーターは、駆動軸に対して同心的に配置されているトルクモ
ーターとして形成されている。
トルクモーターのもとで、一般的に、および、本発明の趣旨において、回転トルクの強い
、多極のモーターが理解され、このモーターが、通常の場合において、中空軸の上で回転
する。トルクモーターは、それに加えて、既に静止状態から、高い回転トルクを有してい
る。
【００３１】
　特に有利には、駆動軸のブレーキが、トルクモーターに対して同心的に、および、軸線
方向において、このトルクモーターとオーバーラップして設けられていることは可能であ
る。
その際、同様に、この構造空間を利用するために、ブレーキは、特に、トルクモーターの
中空軸の領域内において位置決めされていることは可能である。ブレーキは、摩擦熱を発
生するための機械的なブレーキであること、または、同様に電気的な回生ブレーキ（Ｒｅ
ｋｕｐｅｒａｔｉｏｎｓｂｒｅｍｓｅ）であることも可能である。
【００３２】
　ブレーキが、プレス機械の非作動に際の、静止状態の保障のための保持ブレーキ（Ｈａ
ｌｔｅｂｒｅｍｓｅ）であることは可能である。特に有利には、ばね負荷されたブレーキ
であることは可能であり、このブレーキが、空気圧的に開放され、且つ、液圧的及び／ま
たは電磁的に閉鎖され得る。
【００３３】
　一般的に有利には、駆動軸は、静止している始動位置を出発点として、プレスストロー
クを介して、静止している始動位置へと至るまで、３６０°以上の回転角度を通過する。
有利には、回転角度は３７０°と４５０°との間である。
このことは、本来のプレス工程の以前のより大きな加速度道程、もしくは、本来のプレス
工程の後のより大きな制動道程を許容し、従って、相応するモーターおよびブレーキが、
上記のことに応じて、より小さく寸法を設定され得る。このことは、特に、第２のモータ
ーに関して言えることである。
【００３４】
　総じて、前記で説明された駆動装置において、高い性能が可能である。従って、所定の
チャージ時間（Ｌａｄｅｚｅｉｔ）において、大きな回転数低下（Ｄｒｅｈｚａｈｌａｂ
ｆａｌｌ）が、再びチャージされ得る。高い許容された回転数低下は、小さなフライホイ
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ールを許容し、このことは、利点である。
【００３５】
　潤滑油脂でもっての作業領域の汚染の回避のために、有利には、駆動軸の主軸受位置は
、油循環潤滑装置を用いて潤滑されている。
【００３６】
　更なる利点、および、特徴は、以下で説明される実施例、並びに、従属請求項から与え
られる。
【００３７】
　以下で、本発明の有利な実施例を説明し、且つ、添付の図に基づいて詳しく解説する。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明に従う機械式プレス機械の、第１の実施例の概略的な断面図であり、その
際、切断面が駆動軸に対して平行に延在している。
【図２】線Ｉ－Ｉに沿っての、駆動軸に対して垂直方向に延在する切断面でもっての断面
図における、図１のプレス機械の図である。
【図３】調節部材を有する、図１のプレス機械の、線ＩＩ－ＩＩに沿っての断面図である
。
【図４】図１のプレス機械の詳細図としての、スライディングブロック駆動装置の略図で
ある。
【図５】スライディングブロック駆動装置、および、これに対して組み合わせされたウエ
ッジ駆動装置を有する、本発明の第２の実施例の略図である。
【図６】本発明の第３の実施例の略図であり、その際、スライディングブロックの他の変
形例が加圧側の凸状の滑り面を有している。
【図７】第４の実施例の略図であり、この実施例において、ノックアウト機構がスライデ
ィングブロック駆動装置と連結されている。
【図８】第５の実施例の略図であり、この実施例において、ノックアウト機構が伝動機構
を備えている。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　図１の実施例による、本発明に従う機械式プレス機械は、回転軸線Ｗを有する駆動軸１
を備えており、この駆動軸が、２つの主軸受２内において、プレス機械フレーム３に対し
て回転軸受けされている。これら主軸受２は、有利には、油循環潤滑装置を有している。
【００４０】
　これら主軸受２の間で、駆動軸１は、偏心ディスク４の様式の偏心的な連行体を有して
いる。断面において円形の偏心ディスク４は、偏心軸線Ｅを有しており、この偏心軸線が
、半径方向の間隔Ｒだけ、回転軸線Ｗに対して位置ずれされている。
【００４１】
　偏心ディスク４は、スライディングブロック５を、この偏心ディスク４の直径に相応す
る穿孔６内において貫通差込みしている。組み付けの目的のために、このスライディング
ブロックは、その際、複数の部材から構成されている。
【００４２】
　スライディングブロック５は、それ自身、スライディングブロックガイド７内において
案内されている。スライディングブロックガイド７は、プレス機械フレーム３に対して運
動可能なケーシングとして形成されている。スライディングブロックガイド７は、加圧側
で加圧部片８を備えており、この加圧部片に、加圧側（ｄｒｕｃｋｓｅｉｔｉｇｅ）の滑
り面８ａが形成されている。スライディングブロックに関して反対側にある側で、スライ
ディングブロックガイドに、引張り側（ｚｕｇｓｅｉｔｉｇｅ）の滑り面７ａが形成され
ている。
【００４３】
　スライディングブロック５は、加圧部片８の加圧側の滑り面８ａに当接する、加圧側の
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滑り面５ａと、スライディングブロックガイド７の引張り側の滑り面７ａに当接する、引
張り側の滑り面５ｂとを有している。
【００４４】
　加圧側の滑り面５ａは、スライディングブロック５において、凹状に成形されている。
引張り側の滑り面５ｂは、スライディングブロック５において、凸状に成形されている。
これら滑り面５ａ、５ｂ、７ａ、８ａは、それぞれに、シリンダー外套面の部分として成
形されており、その際、シリンダー軸線が、回転軸線Ｗに対して平行に延在している。
滑り面５ａ、５ｂ、７ａ、８ａは、その際、回転軸線Ｗに対して平行な、スライディング
ブロック５の揺動軸線Ｐを中心として、同心的に延在している。換言すれば、滑り面５ａ
、５ｂ、７ａ、８ａがそれぞれに部分を形成するシリンダー外套面のシリンダー軸線は、
揺動軸線Ｐと一致している。
【００４５】
　揺動軸線Ｐは、従って、スライディングブロックの、ここで説明されている第１の変形
例において、加圧側に、および、このスライディングブロックの外側に位置している。何
故ならば、スライディングブロック５の加圧側の滑り面５ａが凹状に成形されているから
である。スライディングブロック５のために、駆動軸１の回転の際に、揺動軸線Ｐを中心
とする、強制案内された揺動運動が結果として生じる。
【００４６】
　揺動軸線Ｐは、スライディングブロックガイド７もしくは加圧部片８に関して、空間固
定式に（ｒａｕｍｆｅｓｔ）延在している。スライディングブロックガイド７、および、
このスライディングブロックガイドに設けられた加圧部片８は、側方の案内部９を介して
収容されており、これら案内部内において、これらスライディングブロックガイド７およ
び加圧部片８が、それぞれに直線状に、回転軸線Ｗに対して垂直方向に運動可能である。
図２内における図示に関する下降運動によって、プレスストロークが実施され、このプレ
スストロークにおいて、駆動軸１の駆動力は、スライディングブロック５を介して、加圧
部片８に対して作用する。運動の下死点の後、駆動軸１の駆動力は、スライディングブロ
ック５を介して、スライディングブロックガイド７の引張り側の滑り面７ａに対して作用
し、従って、スライディングブロックガイド７および加圧部片８が、プレスストローク方
向とは逆に連れ戻される。
【００４７】
　スライディングブロックガイド７の下側に、本実施例において、チャック装置（Ｓｐａ
ｎｎ－Ｖｏｒｒｉｃｈｔｕｎｇｅｎ）７ｂが配置されており、これらチャック装置でもっ
て、プレス機械のラム、及び／または、工具保持体、及び／または、工具が装着され得る
。これらは、相応して、スライディングブロックガイド７もしくは加圧部片８と同一の運
動を実施する。
【００４８】
　案内部９によって、スライディングブロックガイド７もしくは加圧部片８（もしくはラ
ムまたはプレス機械の工具）は、１つのスライダークランク駆動装置に類似の運動を実施
する。スライダークランク駆動装置の例は、従来の燃焼エンジン内における、ピストンと
クランク軸との間の運動伝達である。
【００４９】
　その際、運動のために特徴的な値は、一方では、半径方向の間隔Ｒであり、並びに、揺
動軸線Ｐと偏心軸線Ｅとの間の間隔Ｌである。比率Ｒ：Ｌ（もしくは、Ｒ／Ｌ）は、従来
のスライダークランク駆動装置の場合において、連桿比λ（Ｓｃｈｕｂｓｔａｎｇｅｎｖ
ｅｒｈａｅｌｔｎｉｓ）に相応する。駆動軸１の一定の角速度において、ＲとＬとが互い
に直角の状態にある場合に、最大のラム速度が達せられる。
【００５０】
　本実施例において、作動ストロークの死点は、類似のスライダークランク機構の伸展状
態に相応する。即ち、道程ＲおよびＬは、工具の最下点において、共線的に、且つ、相前
後して位置している。作動ストロークの死点は、同様に下死点とも称される。
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【００５１】
　純粋な正弦駆動機構（Ｓｉｎｕｓｔｒｉｅｂ）（例えば、水平方向に、スライディング
ブロックガイド内において滑動する、平坦な加圧側の滑り面を有するスライディングブロ
ック）とは異なり、最大のラム速度は、ＯＴ（上死点）の後の９０°の後に初めて生じる
。
【００５２】
　本発明に従うプレス機械の駆動装置を最適化するために、本実施例において、逆数１／
λ＝Ｌ／Ｒ（もしくは、１／λ＝Ｌ：Ｒ）が援用される。鍛造プレス機械が、運動経過と
、側方の案内部９に対する発生する押付け力との要求に関して、特に有利には、Ｌ／Ｒ＝
８（もしくは、Ｌ：Ｒ＝８）の範囲内において構成されていることが確認された。一般的
に、有利には、比率は４≦Ｌ／Ｒ（もしくは、４≦Ｌ：Ｒ）であるべきである。特に、有
利には、５≦Ｌ／Ｒ≦１２（もしくは、５≦Ｌ：Ｒ≦１２）の値であるべきである。
【００５３】
　そのような、比較的に大きな逆連桿比は、本発明のプレス機械において、実用的に、構
造高さに対する如何なる影響も有していない。何故ならば、揺動軸線Ｐの位置が、ただス
ライディングブロックの運動だけによって規定され、且つ、この位置において、如何なる
対象とする軸もしくは軸受も必要ではないからである。
【００５４】
　スライディングブロックの前記で説明された収容および運動は、図４内において更に解
説される。それに加えて、力ベクトルＦｓ、Ｆｐ、および、Ｆｎが記入されており、これ
らが、以下の意味を有している：即ち、
【００５５】
　Ｆｓは、スライディングブロック５によって作用される、全加圧力である。Ｆｓは、垂
直に偏心軸線Ｅおよび揺動軸線Ｐを通って延びる直線上に位置している。
【００５６】
　Ｆｐは、Ｆｓの力成分であり、この力成分Ｆｐが、プレスストロークの方向に、もしく
は、加工材料に対して作用する。図１によるプレス機械の具体的な構造様式は、垂直方向
の力成分である。
【００５７】
　Ｆｎは、Ｆｓの力成分であり、この力成分Ｆｎが、Ｆｐに対して垂直方向に、および、
同様に、案内部９もしくはプレスストロークの方向に対して垂直方向に起立している。Ｆ
ｎによって、案内部９内における、運動される部材の挙動は、決定的に規定される。
【００５８】
　ＦｐとＦｓとの間のそれぞれの角度ＷＦは、クランク角度および比率Ｌ：Ｒ（もしくは
、Ｌ／Ｒ）の式（Ａｕｓｄｒｕｃｋ）である。選択された比率Ｌ：Ｒ（もしくは、Ｌ／Ｒ
）に基づいて、角度ＷＦは、１つのプレス機械の本実施例において、比較的に小さい。
【００５９】
　次に、本発明に従うプレス機械の駆動装置を説明する。
【００６０】
　駆動軸１の駆動装置は、第１のモーター１０と、この第１のモーター１０によって駆動
可能なフライホイール１１と、第２のモーター１２とを備えている。
フライホイール１１は、連結装置１３を介して、解離可能に駆動軸１に連結可能である。
第２のモーター１２は、駆動軸１を、直接的に駆動する。可能な作動様式において、減速
もしくはブレーキ動作は、この駆動装置の場合、特に、ブレーキを介してではなく、むし
ろ、第２のモーター１２を介して行われる。
【００６１】
　本実施例において、フライホイール１１と第１のモーター１０とは、フライホイールモ
ーター１４の様式の、１つの構造的なユニットへと組み合わせされている。その際、第１
のモーター１０およびフライホイール１１は、互いに同軸的に、および、駆動軸１の回転
軸線Ｗに対して同軸的に配置されている。モーター１０およびフライホイール１１は、直
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接的に、互いに結合されている。例えば伝動装置またはベルト駆動装置を用いての変速は
、ここでは行われない。他の、図示されていない実施形態において、フライホイールとモ
ーターとの間の変速は、例えば遊星歯車伝動機構を用いて行われ得る。
【００６２】
　連結装置１３は、直接的に、フライホイールモーター１４に配置されており、および、
同様に、同心的もしくは同軸的な位置決めにおいて、回転軸線Ｗの上で位置している。
フライホイールモーター１４および連結装置１３は、駆動軸１の２つの端部の内の当該の
端部において配置されている。
【００６３】
　第２のモーター１２は、主軸受２に関して反対側にある、駆動軸１の第２の端部におい
て配置されている。同様に第２のモーター１２も、回転軸線Ｗに対して同軸的に、駆動軸
１の上に位置決めされている。この第２のモーターは、駆動軸を、直接的に、および、変
速無しで駆動する。この目的のために、第２のモーター１２は、トルクモーターとして形
成されている。第２のモーター１２は、相応して、高い回転モーメントを既に静止状態か
ら有している。
【００６４】
　駆動装置のブレーキ１５は、第２のモーター１２に対して、同心的に、且つ、軸線方向
において重畳して位置決めされている。特に、このブレーキは、主として、第２のモータ
ー１２の中空軸内において位置決めされており、このことによって、この構造空間が、最
適に利用される。プレス機械フレームに対して支持されたブレーキ１５を用いて、駆動軸
１は、必要のある場合には、高い効率でもって制動され得、及び／または、静止状態にさ
れ得る。
ブレーキは、電気的な回生ブレーキとして、及び／または、摩擦熱を発生させる機械的な
ブレーキとして構成されていることは可能である。本実施例において、ブレーキ１５は、
有利には、ばね負荷されており、可能な作動様式において、プレス機械の静止状態の際の
安全保護要素として利用される。このブレーキは、空気圧的に開放され、もしくは、液圧
的及び／または電磁的に閉鎖され得る。
【００６５】
　特に図２による図は、高さにおいてプレス機械の作業領域１６とオーバーラップしない
ために、フライホイール１１が十分に小さな直径を有していることを明確にする。このこ
とは、作業領域１６への最適な外からの取扱いを許容する。
【００６６】
　前記で説明された駆動装置は、ここで、以下のように機能する：即ち、
【００６７】
　一般的に、フライホイール１１は、第１のモーター１０によって、永続的に、所望され
た回転数で保持される。第２のモーター１２は、連結装置１３が未だに連結を外されてい
る間じゅう、駆動軸１を、プレス工程の前に、静止している始動位置からフライホイール
と同じまたは少なくともほぼ同じ回転数へと加速することのために利用される。十分に少
ない回転数差分の際に、連結装置１３は、次いで連結もしくは閉鎖され、従って、相応し
て、連結装置において、ほとんど、または、如何なる損失摩擦も生じない。相応して、連
結装置は、比較的に小さく寸法を設定されている。
【００６８】
　加工材料の引き続いてのプレスストロークもしくは変形工程によって、駆動軸１は制動
され、且つ、フライホイール１１からエネルギーが取り出される。同時に、第１のモータ
ー１０と第２のモーター１２とは、エネルギー取り出しを、少なくとも部分的に補償する
ために、共に高い効率で作動する。これによって、フライホイールは、比較的に小さく寸
法を設定されている。
【００６９】
　プレスストロークもしくは変形工程の後、駆動軸１は、再び、フライホイール１１から
分離される。ブレーキ１５の利用のもとで、場合によっては、同様に第２のモーター１２
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の反転によって、駆動軸１は、その場合に、静止状態にされる。
【００７０】
　特に有利には、プレス機械の電子的な制御は、駆動軸１が、静止している始動位置を出
発点として、プレスストローク／変形工程を介して、静止している停止位置に至るまで、
３６０°以上の回転角度を通過するように構成されている。有利には、回転角度は３７０
°と４５０°との間にある。
【００７１】
　本実施例において、回転角度は、ほぼ３９０°の値である。この目的のために、駆動軸
は、作業方向における加速の前に、第２のモーター１２によって、先ず第一に、作業方向
とは逆にほぼ３０°だけ、即ち上死点の手前に３０°だけ逆回転される。
このことは、未だに作業領域１６の如何なる衝突または阻害も生起しないが、しかしなが
ら、作業方向における駆動軸の後に続く回転のために使用に供せられる加速度角度を著し
く増大させる。これによって、第２のモーター１２は、比較的に小さく構成され得る。
【００７２】
　図３は、図１のプレス機械を、駆動軸に対して垂直方向に延在する切断面ＩＩ－ＩＩで
もっての断面図において示している。調節部材１７が設けられており、この調節部材を用
いて、スライディングブロック５の高さが調節可能に変化され得る。この調節は、同様に
作動の間じゅうも行われ得る。可能な作動様式において、相前後して連続する２つのスト
ロークの間の調節は、ステップ状に行われ得る。
【００７３】
　調節部材１７は、偏心リング１８を備えており、この偏心リングが、スライディングブ
ロック５の穿孔６と、駆動軸１の偏心ディスク４との間に配置されている。偏心リング１
８は、アクチュエータ１９を介して、この偏心リングのはめ合い内において旋回され得、
従って、偏心ディスク４を収容する穿孔が、この穿孔の位置を、スライディングブロック
５に関して変化する。
【００７４】
　図２は、調節部材１７の締付け装置１７ａを示している。この締付け装置１７ａは、液
圧的に開放され得る。締付け装置１７ａの閉鎖は、液圧的または機械的に（セルフロック
的に（ｓｅｌｂｓｔｓｉｃｈｅｒｎｄ））、または、組み合わせされた状態で、液圧的お
よび機械的に行われる。
【００７５】
　図５は、本発明に従うプレス機械の第２の実施形態を示している。
この場合、プレス機械のラム及び／または工具は、直接的に、および、直線状に、スライ
ディングブロックガイド７によって摺動されない。上記の代わりに、プレス機械の加圧部
片とラムとの間で、力の方向転換が行われる。本実施例において、力の方向転換は、ウエ
ッジ２０を用いて行われ、このウエッジが、プレスストロークの方向に対して傾斜された
、フレーム固定の支持面２１に対して摺動可能である。
ウエッジ２０は、本実施例において、強固にスライディングブロックガイド７と結合され
ている。プレス機械のラム２２は、摺動可能に、支持面２１の反対側にある、ウエッジ２
０の側面において当接している。
【００７６】
　簡単なスライダークランク駆動装置に対する類似の考察が行われる場合、揺動軸線Ｐが
、運動伝達の経過において、支持面２１に対して平行に位置移動されることは考慮される
べきである。相応して、プレスストロークＨＰは、本発明の趣旨において、この位置ずれ
の方向において延在すると見なされる。
【００７７】
　相応して、プレス機械のラム２２の運動ＨＳは、本実施例において、ほぼ１２０°だけ
、スライディングブロックガイド７のプレスストロークＨＰに対して方向転換されている
。そのようなウエッジ機構によって、特に均等な力分布は、ラムの幅にわたって達成され
得る。
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【００７８】
　プレス機械の駆動装置の構成、並びに、スライディングブロックの構成および運動伝達
に関して、第２の実施例は、図１による例示に対する如何なる変更も有していない。
【００７９】
　図６内において示された、本発明の実施例において、スライディングブロックは、第２
の変形例に従い成形されている。その際、前述の例示内における凹状の成形との相違にお
いて、スライディングブロック５における加圧側の滑り面５ａは、凸状に成形されている
。
【００８０】
　引張り側の滑り面５ｂは、スライディングブロック５において、同様に前述の例示に関
してとは反対に、即ち凹状に成形されている。スライディングブロックガイドにおける対
応する滑り面７ａ、８ａは、相応して、同様に、反対に湾曲されている。
滑り面５ａ、５ｂ、７ａ、８ａは、図４による、第１の変形例においてのように、それぞ
れに、シリンダー外套面の部分として成形されており、その際、シリンダー軸線が、回転
軸線Ｗに対して平行に延在している。滑り面５ａ、５ｂ、７ａ、８ａは、他方また、回転
軸線Ｗに対して平行な、スライディングブロック５の揺動軸線Ｐを中心として、同心的に
延在している。
【００８１】
　揺動軸線Ｐは、従って、同様に、スライディングブロック５の外側に位置している。第
１の変形例においてとは異なり、揺動軸線Ｐは、第２の変形例において、スライディング
ブロック５に関して、引張り側の側方に位置している。スライディングブロック５のため
に、駆動軸１の回転の際に、他方また、揺動軸線Ｐを中心とする、強制案内された揺動運
動が結果として生じる。
【００８２】
　同様に第２の変形例も、特徴的な値Ｌ（揺動軸線Ｐと偏心軸線Ｅとの間の間隔）、およ
び、Ｒ（偏心軸線Ｅと回転軸線Ｗとの間の間隔）を有する、類似のスライダークランク機
構に相応する。第１の変形例においてとは異なり、作動ストロークの死点は、しかしなが
ら、類似のスライダークランク機構の重なり合い状態に相応する。即ち、道程ＲおよびＬ
は、工具の最下点において、共線的に、且つ、重なり合って位置している。
【００８３】
　例えば、スライディングブロックの本発明に従う構成を有する偏心的なスライダークラ
ンク機構のような、同様に他の運動学的状況も、具現可能であることは、自明のことであ
る。
【００８４】
　図７内において示された実施例において、ノックアウト機構２３が、プレス機械内へと
統合されており、このノックアウト機構は、スライディングブロックの運動によって操作
される。ノックアウト機構は、ノックアウト装置２４を備えており、このノックアウト装
置が、ラム２２の案内部内において、直線状に、位置移動可能に延びており、且つ、この
ラムの下側の端部において、加工材料（図示されていない）に対して加圧可能である。
【００８５】
　ノックアウト装置２４は、プレス工程の後、機械的な強制案内によって加工材料へと位
置移動され、且つ、この加工材料を、工具（図示されていない）から押し出す。このよう
にして、信頼性の高い加工材料交換が、簡単な方法で可能にされる。
【００８６】
　ノックアウト装置２４の操作は、スライディングブロック５における勾配部２７を用い
て行われる。勾配部２７は、本実施例において、球体として形成された、ノックアウト装
置２４の頭部２８の当接している。スライディングブロックは、揺動軸線Ｐを中心とする
このスライディングブロックの揺動運動を実行し、その際、このスライディングブロック
が、加圧側の滑り面５ａ、８ａに沿って滑動する。その際、ノックアウト装置２４は、先
ず第一に、ばね２９を用いて復帰された位置において存在し、この位置において、このノ
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ックアウト装置２４が加工材料に対して加圧していない。
【００８７】
　作動ストロークもしくはプレス工程の通過の後、勾配部２７は、球体２８を介して、ノ
ックアウト装置２４を押し込むことを開始する。図７内において、ほぼ、このノックアウ
ト工程の開始時点が示されており、その際、スライディングブロック５は中央の位置に、
および、ラム２２が下死点に存在する。
【００８８】
　次いで、スライディングブロック５は、図７に従う図示内において更に左側へと移動し
、および、勾配部２７がノックアウト装置２４を、ラム２２もしくはスライディングブロ
ックガイド７に対して相対的に、加工材料へと移動させる。その際、ノックアウト装置２
４は、ばね２９の力に抗して、ストロークＨＡだけの運動を実行する。
【００８９】
　本実施例において、ノックアウト機構は、加圧側の凹状の滑り面５ａを有するスライデ
ィングブロック５の第１の変形例に基づいて図解されている。特に有利には、ノックアウ
ト機構は、同様に、加圧側の凸状の滑り面５ａを有するスライディングブロック５の第２
の変形例とも組み合わせされ得る。このことは、滑り面５ａに沿ってのスライディングブ
ロック５の直線状の道程が、普段と同じプレス機械の寸法設定において、より大きくなり
、このことが、勾配部２７のより少ない勾配の構成を許容する、という利点を有している
。
【００９０】
　ピストンロッド２６を有する液圧的なピストン２５の中間配置により、機械的なノック
アウト装置２３、２４のストロークＨＡは増大され得る。このことは、機械的なノックア
ウト装置の、ノックアウトのために必要な大きな力が、小さなストロークＨＡで付与され
得ることを意味する。液圧的なピストンは、ストロークＨＡを、ストロークＨＨだけ拡大
する。液圧的なピストン２５は、弁を介して、液圧的な制御装置３４によって作動される
。
【００９１】
　図８内における例示において、ノックアウト機構２３の更なる構成が示されており、こ
の更なる構成において、スライディングブロック５とノックアウト装置２４との間に、伝
動機構３０が配置されている。
【００９２】
　本実施例において、伝動機構３０は、方向転換レバーとして成形されており、この方向
転換レバーが、スライディングブロックガイド７における回転支承部または旋回支承部３
１内において、支承されている。スライディングブロック５は、回転支承部３２内におい
て、方向転換レバーと結合されており、その際、この回転支承部３２の回転点が、滑り面
５ａと面一の状態にある。回転支承部３２がカムローラーとして形成されていることは可
能である。方向転換レバーの旋回運動は、その場合に、強制制御された状態で、回転支承
部３２を介して、スライディングブロック５に配置されたカセットガイド３３によって行
われる。
【００９３】
　回転支承部３２の反対側に、方向転換レバー３０において、勾配部２７が成形されてお
り、この勾配部は、前述の例示においてのように、ノックアウト装置２４に作用している
。ノックアウト装置２４をより良好に制御するために、この方向転換レバーによって、特
により長い勾配部が可能とされる。
【００９４】
　前述の実施例の固有の特徴が、それぞれの要求に応じて、互いに組み合わせされ得るこ
とは、自明のことである。
【符号の説明】
【００９５】
　１　　　駆動軸
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　２　　　主軸受
　３　　　プレス機械フレーム
　４　　　偏心ディスク（連行体）
　５　　　スライディングブロック
　５ａ　　スライディングブロックにおける、加圧側の凹状の滑り面
　５ｂ　　スライディングブロックにおける、引張り側の凸状の滑り面
　６　　　スライディングブロック内における穿孔
　７　　　スライディングブロックガイド
　７ａ　　スライディングブロックガイドにおける、引張り側の滑り面
　７ｂ　　チャック装置
　８　　　スライディングブロックガイド７の加圧部片
　８ａ　　加圧部片における、加圧側の滑り面
　９　　　側方の案内部
　１０　　第１のモーター
　１１　　フライホイール
　１２　　第２のモーター
　１３　　連結装置
　１４　　フライホイールモーター、フライホイール１１とモーター１０との構造的なユ
ニット
　１５　　ブレーキ
　１６　　作業領域
　１７　　調節部材
　１７ａ　調節部材の締付け装置
　１８　　偏心リング
　１９　　アクチュエータ
　２０　　ウエッジ
　２１　　支持面
　２２　　ラム
　２３　　ノックアウト機構
　２４　　ノックアウト装置
　２５　　ノックアウト装置の液圧的なピストン
　２６　　ノックアウト装置のピストンロッド
　２７　　ノックアウト装置の制御のための勾配部
　２８　　ノックアウト装置の頭部
　２９　　ノックアウト装置の復帰ばね
　３０　　伝動機構、
　３１　　回転支承部　方向転換レバー－スライディングブロックガイド（旋回支承部）
　３２　　回転支承部　方向転換レバー－スライディングブロック（カムローラー）
　３３　　カセットガイド
　３４　　液圧的な制御装置を有する弁
　Ｗ　　　駆動軸の軸線、回転軸線
　Ｅ　　　偏心ディスクの軸線、偏心軸線
　Ｐ　　　スライディングブロックの揺動軸線
　Ｒ　　　ＷとＥとの間の、半径方向の間隔
　Ｌ　　　ＥとＰとの間の、半径方向の間隔
　Ｆｓ　　全加圧力Ｆｓ
　Ｆｐ　　プレスストロークの方向における力成分
　Ｆｎ　　プレスストロークに対して垂直方向の力成分
　ＷＦ　　ＦｓとＦｐとの間の角度
　ＨＰ　　プレスストローク
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　ＨＳ　　ラム運動
　ＨＡ　　ノックアウト装置のストローク（機械的）
　ＨＨ　　ストローク（液圧的）
　Ｓ　　　方向転換レバーの旋回運動Ｓ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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